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福島町行政改革大綱の歩み 
 

 当町は、昭和６０年度から現在までの３０年の間、その時代の社会情勢に柔

軟に対応するため、３次にわたる行政改革大綱を策定し、行政を運営してまい

りました。 

第３次福島町行政改革大綱（平成１６年度～）が平成２６年度で終了したこ

とから、平成２７年度以降の行政運営を進めるため、第４次福島町行政改革大

綱を策定しようとするものです。 

 

１ 各大綱の行政改革について 

 ⑴ 第１次行政改革大綱 

   第１次大綱は、昭和３９年度から進めてきた青函トンネル工事の終結を 

  見通し、これに対応する行政改革を進めました。 

策定月日 昭和６０年８月３１日 

大綱期間 
昭和６０年度から平成７年度までの１２年間 

（当初期間設定なし） 

基本方針 
①青函トンネル工事後の行財政の健全化の推進 

②地域の活性化と住民福祉の推進 

重点事項 

①事務事業の見直し 

②組織・機構の簡素合理化 

③定員管理の適正化 

④民間委託、ＯＡ化推進等による事務改善 

⑤人口減少による議員定数の見直し 

 

 ⑵ 第２次行政改革大綱 

 第２次大綱は、地方分権の実現に対応する行政改革を進めました。 

策定月日 
平成８年３月２１日 

（平成１０年度、平成１２年度に期間延長） 

大綱期間 
平成８年度から平成１５年度までの８年間 

（当初は３年間） 

基本方針 
①地方分権の実現と推進、これに対応する組織の構築 

②「画一から多様化へ」の施策の展開と財政の健全化 

重点事項 

①健全な事業推進と財源対策による事務事業の見直し 

②行政の透明性の確保 

③行政組織の再構築と職員定員、新たな公務員制度の 

 導入 

④財政基盤の強化と財政健全化計画の推進 

⑤効果的な行政運営のための職員の能力開発等の推進 

⑥行政のＯＡ化の推進と行政サービスの向上 

⑦会館等公共施設の設置及び管理運営 

⑧その他 
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 ⑶ 第３次行政改革大綱 

   第３次大綱は、地方交付税の大幅な削減や町内景気の低迷を背景に、地

方分権に対応する行政改革を進めました。 

策定月日  平成１５年１２月２６日（平成１７、２１年度に期間延長） 

大綱期間 
 平成１６年度から平成２６年度までの１１年間 

（当初は５年間） 

基本方針 

 ①簡素で効率的な行財政の確立 

 ②職員の意識改革 

 ③協働によるまちづくりの推進 

重点事項 

①自主財源の確保 

②定員管理及び給与の適正化 

 ③事務事業の見直し及び民間等への委託の推進 

 ④公共施設の有効活用 

 ⑤機構・組織の見直し 

 ⑥広域行政の推進及び再構築 

⑦職員の能力開発の推進 

⑧職員の勤務評定制度の確立 

 ⑨行政サービスの受益と負担の見直し 

 ⑩透明性の高い行政運営の推進 

 

   大綱の初年度となった平成１６年度には、隣町とともに町村合併の協議

を進めましたが、結果的に単独自治体としての道を選択したところです。 

   このため自立する行政運営を目標に、町民をはじめ関係各位の理解のも

と自立プランを策定し、各種報酬や団体補助金、職員等の人件費削減、ま

た、使用料や手数料の引き上げ、船揚げ場使用料の創設など、自主財源の

確保に努め現在に至っております。当該自立プランの趣旨は、現在も福島

町まちづくり行財政推進プランに引き継がれています。 

   また、町民と議会、行政がそれぞれの役割を自覚し、協働によるまちづ

くりと政策推進の基本的事項を定めた「福島町まちづくり基本条例（平成

２１年４月施行）」及び「福島町議会基本条例（平成２１年４月施行）」、「福

島町総合計画の策定と運用に関する条例（平成２５年６月施行）」について

は、町政運営の基本的指針となっています。 

 

   第３次大綱（１１年間）が進めた改革は、次のとおりです。 

 

   ① 簡素で効率的な行財政の確立 

     財政確立プランを引き継ぐ自立プランでの自主財源の確保のほか、

青函トンネル記念館や総合体育館の民間委託、事務事業評価による事

務等の改善、また、機構の再編や職員数の削減（△２６人）、認定こども

園による幼保一元化、コンビニ収納、粗大ごみの有料化、公共施設維

持保全計画の策定等を実施しました。 
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   ② 職員の能力開発 

     各種研修事業への積極的な参加を進めるとともに、勤務評定の試行

を続けています。 

 

   ③ 協働のまちづくりの推進 

     広報紙や町ホームページによる行政情報の発信や、移動町長室など

の住民懇談会、また、町民の意見反映としてのパブリックコメントの

実施、各種委員会委員の公募や女性の参画等を積極的に実施しました。

また、町民の提言や提案に対しても、丁寧な対応に努めています。 

 

 

２ 第４次行政改革大綱に引き継ぐ事項について 

  現在策定中の第５次福島町総合計画が目指す「力を合わせ 新たな時代を

築き次代につなぐ福島」実現のため、第４次行政改革大綱（案）に「町民と

行政が、話し合い理解し合う組織づくり」のための改革を引き継ぎます。 
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第４次福島町行政改革大綱 
 

当町は、昭和３０年１月１日の町村合併以来、青函トンネル工事基地という

特殊事情と工事終了に伴う人口移動、また、近年の人口減少と少子高齢化等、

厳しい状況の中で行政運営を続けております。 
 なかでも、平成１６年度の市町村合併協議において、単独自治体として自立

すると判断したことは、現在の「協働のまちづくり」につながる大きな転換点

となりました。 
 
Ⅰ 第４次福島町行政改革大綱の基本について 

  第４次大綱は、現在まで当町が直面し、対応してきた青函トンネル工事の

終了や地方分権の推進、また、単独自治体としての「町民と議会、行政の協

働」という貴重な経験を生かし、「人口減少と地域振興に果敢に取り組む」こ

とを基本とします。 
 
Ⅱ 第４次福島町行政改革大綱の目標と柱、期間について 

  第４次大綱の目標を「住んでいて良かった、これからも住み続けたいと思

えるまちづくり」とし、人口減少の中、各分野の積極的な推進により、住民

が安心して住むことができる町を維持する行政改革を進めます。 
  また、大綱の柱を「職員の意識改革」と「行政の組織改革」とします。 

  大綱の期間は、平成２７年度から平成３１年度までの５年間とし、４年後

の平成３０年度に取り組み状況を検証します。 

 
 
１ 職員の意識改革 

  産業や福祉等の各分野の施策は、福島町まちづくり基本条例の「町民の参

画と協働、町政運営」を基本に進めております。 
  施策を進める上では、担当となる職員の意識が重要となることから、職員

の意識改革として、次の取り組みを進めます。 
 

 ⑴ 町民の参画と協働 

   行政に対する町民の参画と協働を進めるため、町民との意見交換会等を

継続します。また、通常時においても、積極的に職員が町内に出向き、町

民や関係機関と話し合い理解を深めながら、事務事業に優先順位を付ける

こと、また、事務事業等の実施の可否を明確に判断し、伝えることができ

る職員の育成に努めます。 
 
 ⑵ 行政運営 

   行政運営の基本である「総合計画とまちづくり行財政推進プラン」を念

頭に、地域課題を的確に把握し、国等の有利な制度を活用し地域課題を解

決する職員の育成と自己研鑚に努めます。 
 
 
２ 行政の組織改革 

  行政組織の改革については、現在まで一定の成果を上げているが、更なる
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組織改革を進めます。 
 

  ⑴ 基本方針 

    第５次総合計画が目指す「力を合わせ 新たな時代を築き 次代につ

なぐ福島」実現のため、次の事項を基本方針とします。 
 

    ◇話し合い、理解し合う組織づくり 
    ◇継続する取り組み 
 
  ⑵ 具体的に取り組む事項  

 

  〔話し合い、理解し合う組織づくり〕 

 
    総合計画や各種計画の実施に対応するため、職員が積極的に地域に出

向き、「町民と話し合い、理解し合い」ながら、さらに行政運営を進める

機構のあり方を検討します。 
 
  ① 機構の再編等 

    職員が、積極的に町内に出向くことができる職員配置と機構を検討し

ます。 

  ア 機構の再編を、平成２８年度に実施します。 

    また、必要に応じて機構の見直しを進めます。 

  イ 新たな教育委員会制度に対応する仕組みづくりをします。 

  ウ 職員数の管理は、第４次福島町職員定員管理適正化計画に基づき着実

に進めます。（平成 27 年度当初予定 78 人、平成 31 年度当初予定 83 人） 

    なお、臨時職員は、職員数増の場合は減少させることにします。 

  エ 再任用職員の経験と知識を活かすため、配置部署を特定します。 
  オ 職員の人事評価制度を導入し、地域の課題を的確に把握し解決できる

職員の育成と、給与の適正化を図ります。 
 

  ② 行政情報の伝達 

    行政の最新情報を発信するため、ホームページの管理システムをリニ

ューアルします。また、新たに整備した防災行政無線の戸別受信機によ

り、行政情報の伝達に努めます。吉岡総合センターで議会放映ができる

環境整備を図ります。 
 
  〔継続する取り組み〕 

 

  ① 自主財源の確保 

    町税等の収入確保対策は、負担の公平と公正の観点から厳正に取り組

みます。使用料・手数料は、自立プラン策定以降の状況を検証します。 
    なお、検討にあたっては、住民福祉及び健康増進等の観点から、受益

者負担の有無若しくは負担軽減等の区分をします。 
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  ② 職員給与の適正化 

    給与改定は、従来同様、人事院勧告に基づき実施します。 
    また、ラスパイレス指数に注意します。 
 
 

  ③ 報酬等の見直し 

    非常勤特別職の報酬等を、検証します。 
    また、無報酬となっている委員会の報酬等のあり方を検討します。 
   
  ④ 公共施設の有効活用と維持保全 

    公共施設維持保全計画の方針である「解体、予防保全（５００㎡以上）、

維持保全（５００㎡以下）、町内会館等（維持保全、再配置、統廃合）」

を進めます。 

    また、現在、国が進めている道路や橋、水道などを含む公共施設等総

合管理計画を策定します。 
 

    公共施設維持保全計画が対象としている７８施設 
区  分 施設数 施設名等 

解  体 １３ 吉岡漁村センター、旧吉岡幼稚園、廃校の小

中学校など 

予防保全 １１ 役場庁舎、福島保育所、プール、福祉センタ

ー、横綱記念館、青函トンネル記念館など 

維持保全 ３７ みなと交流館、バス待合所、登山休憩所、給食

センターなど 
町内会館等 １７ 生活館、母と子の家、寿の家など  

計 ７８  

 

  ⑤ 公共施設の管理運営 

    臨時職員や民間委託で対応している施設は、引き続き適正に管理しま

す。 

    指定管理者制度については、慎重に検討します。 

 

 

３ 第４次行政改革大綱における重点事項の実施計画について 

  重点事項の実施年度等は、別紙の「第３次福島町行政改革大綱の実績、第

４次福島町行政改革大綱の推進」のとおりですが、社会情勢の変化等に応じ、

実施年度等の変更ができることにします。 

  なお、「職員の意識改革」については、職員自らが対応できる事項であるこ

とから、大綱の内容を理解し、対応することにします。 
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推

進

　
（
３

）
指

定
管

理
者

制
度

の
検

討
調

査
検

討

　
（
１

）
公

共
施

設
維

持
保

全
計

画
の

推
進

　
（
２

）
公

共
施

設
等

総
合

管
理

計
画

の
策

定
（
国

方
針

）

　
（
１

）
機

構
の

再
編

　
（
２

課
を

３
課

に
整

理
統

合
）

　
　

　
（
新

教
育

委
員

会
制

度
対

応
含

）
先

行
実

施

　
（
２

）
機

構
の

見
直

し
見

直
し

　
（
１

）
渡

島
西

部
広

域
事

務
組

合
へ

職
員

派
遣

　
（
２

）
渡

島
檜

山
地

方
税

滞
納

整
理

機
構

へ
職

員
派

遣
（
２

年
）

　
（
１

）
指

名
及

び
希

望
研

修
の

継
続

　
（
２

）
渡

島
・
檜

山
定

住
自

立
圏

合
同

研
修

の
実

施

　
職

員
の

勤
務

評
定

制
度

の
　

確
立

　
（
１

）
人

事
評

価
制

度
の

本
格

実
施

　
　

　
　

　
平

成
２

７
年

度
試

行
、

平
成

２
８

年
度

本
実

施
試

行

　
行

政
サ

ー
ビ

ス
の

受
益

と
負

担
の

　
見

直
し

　
（
１

）
現

行
使

用
料

及
び

手
数

料
の

検
証

　
　

　
　

　
（
自

主
財

源
の

確
保

（
２

）
と

重
複

）
検

証

　
（
１

）
委

員
公

募
、

議
会

放
映

、
意

見
交

換
会

等
の

継
続

　
（
２

）
吉

岡
総

合
セ

ン
タ

ー
の

議
会

放
映

の
環

境
整

備
整

備

　
議

員
定

数
の

削
減

　
（
１

）
議

員
定

数
の

削
減

（
２

７
年

度
選

挙
　

△
１

名
）

実
施

　
　

実
施

・
推

進 　
　

実
施

　
（
１

）
福

島
町

自
立

プ
ラ

ン
（
平

成
１

８
年

度
～

平
成

２
１

年
度

）
及

び
福

島
町

行
財

政
推

進
プ

ラ
ン

（
平

成
２

２
年

度
～

平
成

２
７

年
度

）
に

よ
る

受
益

者
負

担
見

直
し

　
（
２

）
平

成
２

６
年

度
　

粗
大

ご
み

回
収

の
有

料
化

　
　

実
施

　
　

　
実

施

　
　

推
進

２
年

派
遣

　
　

実
施

・
推

進

調
査

・
策

定
委

託

　
　

継
続

　
自

主
財

源
の

確
保

　
（
１

）
平

成
１

６
年

度
　

福
島

町
財

政
確

立
プ

ラ
ン

策
定

　
　

　
　

　
　

計
画

期
間

　
平

成
１

７
年

度
　

（
当

初
の

計
画

期
間

　
平

成
１

７
年

度
～

平
成

２
０

年
度

）
　

　
　

　
　

　
　

※
国

の
「
三

位
一

体
改

革
」
に

よ
る

地
方

交
付

税
減

額
に

対
応

す
る

自
主

財
源

の
確

保
対

策
　

①
使

用
料

等
の

値
上

げ
　

②
人

件
費

等
の

削
減

　
③

補
助

金
等

の
削

減
　

（
２

）
平

成
１

７
年

度
　

福
島

町
自

立
プ

ラ
ン

策
定

（
財

政
確

立
プ

ラ
ン

の
後

継
計

画
、

別
に

福
島

町
集

中
改

革
プ

ラ
ン

策
定

（
行

革
の

具
体

的
取

り
組

み
公

表
）
）

　
　

　
　

　
　

計
画

期
間

　
平

成
１

８
～

２
１

年
度

　
　

　
　

　
　

　
※

交
付

税
減

に
よ

り
財

政
破

綻
を

回
避

す
る

た
め

の
財

政
対

策
　

①
歳

入
確

保
方

策
　

②
人

件
費

の
見

直
し

　
③

事
務

事
業

の
見

直
し

等
　

（
３

）
平

成
２

１
年

度
　

福
島

町
ま

ち
づ

く
り

行
財

政
推

進
プ

ラ
ン

策
定

（
自

立
プ

ラ
ン

の
後

継
計

画
）

　
　

　
　

　
　

計
画

期
間

　
平

成
２

２
年

度
～

２
７

年
度

　
（
４

）
平

成
２

６
年

度
　

コ
ン

ビ
ニ

収
納

開
始

　
定

員
管

理
と

給
与

の
適

正
化

　
（
１

）
第

２
次

定
員

管
理

計
画

の
実

績
　

～
　

削
減

計
画

６
名

→
削

減
実

績
１

８
名

（
平

成
１

６
年

度
計

画
見

直
し

)
　

（
２

）
第

３
次

定
員

管
理

計
画

（
平

成
１

８
年

度
～

平
成

２
７

年
度

）
　

～
　

基
準

年
職

員
数

９
３

人
→

最
終

年
目

標
職

員
数

７
８

人
（
１

５
名

の
削

減
)

　
（
３

）
第

４
次

定
員

管
理

計
画

（
平

成
２

７
年

度
～

平
成

３
０

年
度

）
　

～
　

平
成

２
７

年
度

当
初

職
員

数
７

８
名

→
平

成
３

０
年

度
職

員
数

８
１

名
　

（
４

）
時

間
外

勤
務

・
休

日
勤

務
の

代
休

・
振

り
替

え
措

置
の

促
進

　
～

　
平

成
１

６
年

度
か

ら
　

（
５

）
時

間
外

勤
務

手
当

の
予

算
縮

減
　

～
　

平
成

１
７

年
度

４
％

、
平

成
１

８
年

度
～

平
成

２
１

年
度

３
．

５
％

、
平

成
２

２
年

度
よ

り
縮

減
廃

止
　

（
６

）
勧

奨
退

職
退

職
時

特
別

昇
給

の
廃

止
　

～
　

平
成

２
０

年
１

月
１

日
か

ら
　

（
７

）
退

職
手

当
制

度
の

見
直

し
　

～
　

国
準

拠
に

よ
る

支
給

月
数

の
引

下
げ

　
（
８

）
新

給
与

制
度

導
入

　
～

　
国

準
拠

に
よ

る
全

体
的

な
給

料
表

の
引

き
下

げ
、

平
成

２
７

年
４

月
～

　
事

務
事

業
の

見
直

し
及

び
　

民
間

へ
の

管
理

委
託

　
職

員
の

能
力

の
開

発
等

　
（
１

）
各

役
職

に
応

じ
た

指
名

研
修

の
実

施
　

（
２

）
希

望
研

修
制

度
の

実
施

　
（
３

）
渡

島
・
檜

山
定

住
自

立
圏

構
成

町
に

よ
る

合
同

研
修

の
実

施
決

定
（
平

成
２

７
年

度
～

）

　
公

共
施

設
の

有
効

活
用

　
　

推
進

　
　

推
進

　
（
１

）
町

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
各

種
申

請
書

様
式

の
掲

載
　

（
２

）
北

海
道

電
子

自
治

体
共

同
シ

ス
テ

ム
を

利
用

し
た

電
子

申
請

サ
ー

 ビ
ス

の
開

始
（
平

成
１

９
年

度
～

）
　

（
３

）
事

務
事

業
評

価
制

度
の

導
入

（
平

成
２

２
年

度
～

）
　

（
４

）
施

設
の

管
理

委
託

　
～

　
平

成
１

７
年

度
 ト

ン
ネ

ル
記

念
館

、
平

成
２

０
年

度
 総

合
体

育
館

　
（
５

）
指

定
管

理
者

制
度

導
入

（
吉

岡
温

泉
想

定
）
を

検
討

し
た

が
、

平
成

１
９

年
度

に
提

案
見

送
り

　
（
１

）
平

成
２

６
年

度
　

公
共

施
設

維
持

保
全

計
画

策
定

　
　

維
持

　
　

推
進

　
　

実
施

　
行

政
の

透
明

性
の

高
い

行
政

　
運

営
の

推
進

　
（
１

）
平

成
１

９
年

８
月

選
挙

か
ら

適
用

　
～

　
議

員
定

数
１

４
名

　
→

　
定

数
１

２
名

（
△

２
名

）
　

（
２

）
平

成
２

３
年

８
月

選
挙

か
ら

適
用

　
～

　
議

員
定

数
１

２
名

　
→

　
定

数
１

１
名

（
△

１
名

）
　

（
３

）
平

成
２

７
年

８
月

選
挙

か
ら

適
用

　
～

　
議

員
定

数
１

１
名

　
→

　
定

数
１

０
名

（
△

１
名

）

大
綱

の
状

況

第
３

次
行

政
改

革
大

綱
　

（
平

成
１

６
年

度
～

平
成

２
６

年
度

）
第

４
次

行
政

改
革

大
綱

　
　

　
　

　
　

大
綱

策
定

　
平

成
２

７
年

５
月

１
９

日

　
　

　
　

　
　

大
綱

期
間

　
平

成
２

７
年

度
～

平
成

３
１

年
度

（
５

年
）
 　

　
〔
４

年
後

の
平

成
３

０
年

度
に

検
証

実
施

〕

　
　

　
　

　
話

し
合

い
、

理
解

し
合

う
行

政
組

織
　

　
　

　
　

　
（
１

）
職

員
の

意
識

改
革

　
　

　
　

　
　

（
２

）
行

政
の

組
織

改
革

　
（
１

）
勤

務
評

定
の

試
行

　
～

　
平

成
１

５
年

度
か

ら
施

行
中

、
本

実
施

で
は

な
い

た
め

給
与

等
へ

の
反

映
な

し

　
　

推
進

　
（
１

）
各

種
委

員
の

公
募

を
実

施
　

（
２

）
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

制
度

の
実

施
　

（
３

）
各

種
計

画
書

の
Ｈ

Ｐ
掲

載
　

（
４

）
議

会
定

例
会

及
び

特
別

委
員

会
等

の
放

映
、

議
案

等
の

配
信

　
（
５

）
事

業
計

画
等

策
定

段
階

で
の

住
民

と
の

意
見

交
換

等
の

実
施

平
成

１
６

年
度

か
ら

平
成

２
６

年
度

ま
で

の
１

１
年

間
の

実
績

平
成

２
７

年
度

か
ら

平
成

３
１

年
度

ま
で

の
重

点
事

項
と

対
応

す
る

年
度

重
点

事
項

対
応

す
る

年
度

　
　

推
進

第
３

次
福

島
町

行
政

改
革

大
綱

の
実

績
　

、
　

第
４

次
福

島
町

行
政

改
革

大
綱

の
推

進
計

画

　
　

継
続

　
　

実
施

　
組

織
・
機

構
の

見
直

し

　
（
１

）
平

成
１

６
年

度
　

機
構

再
編

　
～

　
大

課
制

の
導

入
 １

２
課

１
局

２
室

→
９

課
１

局
１

室
　

（
２

）
平

成
１

７
年

度
　

機
構

再
編

　
～

　
大

課
制

の
導

入
 ９

課
１

局
１

室
→

５
課

２
局

、
グ

ル
ー

プ
制

の
導

入
　

係
制

→
グ

ル
ー

プ
制

　
（
３

）
平

成
２

４
年

度
　

機
構

再
編

　
～

　
大

課
制

見
直

し
に

よ
る

再
編

　
５

課
２

局
→

９
課

１
局

１
室

　
（
４

）
平

成
２

５
年

度
　

認
定

こ
ど

も
園

福
島

保
育

所
開

設
　

～
　

福
島

保
育

所
と

吉
岡

幼
稚

園
を

統
合

　
　

推
進

　
広

域
行

政
の

推
進

及
び

再
構

築
　

（
１

）
渡

島
西

部
広

域
事

務
組

合
、

渡
島

・
檜

山
地

方
税

滞
納

整
理

機
構

へ
の

職
員

派
遣

　
（
２

）
平

成
２

５
年

度
　

函
館

市
を

中
心

市
と

し
た

渡
島

・
檜

山
管

内
１

７
市

町
と

の
定

住
自

立
圏

形
成

協
定

締
結

　
　

継
続
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